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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
 観察窓が設けられた内視鏡挿入部の先端部を構成する先端構成部材に、前記観察窓前方
方向に向けて流体を噴出する、先端面に設けられた噴出用開口と、
 前記先端構成部材に設けられた流体管路に供給された流体が流入する前記先端面の反対
面である基端面に設けられた流入用開口と、
 前記流入用開口と前記噴出用開口とを連通する送水路を有して構成される、前方送水ノ
ズルと、
 を設けた内視鏡において、
　前記前方送水ノズルは、
 前記先端面に、前記基端面に設けられた流入用開口の中心軸に対して位置ずれして設け
られた噴出用開口と、
 前記噴出用開口と前記流入用開口とを連通する送水路中に回転推力発生部を備えて回転
可能に配置されたノズル部と、
 前記ノズル部が予め定めた遊嵌状態で配置され、該ノズル部を前記ノズル部の長手方向
中心軸回りに回動自在に保持した、長手方向貫通孔を有するノズル保持部と、を備え、
　前記先端構成部材は、前記ノズル保持部の長手方向貫通孔の中心軸を前記流体管路の中
心軸に対して平行な位置関係に収容する、底面に前記流体管路の先端側開口を有した凹部
を備える、
　ことを特徴とする内視鏡。
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【請求項２】
　前記回転推力発生部は、
　回転軸となる長手方向中心軸に沿って設けられ、前記流入用開口を前記基端面に有する
第１流路と、
　前記長手方向中心軸に交叉する傾斜軸に沿って設けられ、前記第１の流路との連通部か
ら前記先端面に設けられた前記噴出用開口に向かって前記流入用開口に対して捩れ形状に
形成された第２流路と、
　を備えて構成される送水路であることを特徴とする請求項１に記載の内視鏡。
【請求項３】
 前記回転推力発生部は、
 回転軸となる長手方向中心軸に沿って設けられ、前記流入用開口を前記基端面に有する
第１流路と、
　前記長手方向中心軸と捩れの関係にある傾斜軸に沿って設けられ前記先端面に設けられ
た噴出用開口に連通する第２流路と、
　を備えて構成される送水路であることを特徴とする請求項１に記載の内視鏡。
【請求項４】
 前記回転推力発生部は、回転軸となる長手方向中心軸に沿って設けられ、前記流入用開
口を前記基端面に有する第１流路の内面から該長手方向中心軸に向かって突出するスクリ
ュー形状に形成された凸片を備えた送水路であることを特徴とする請求項１又は請求項２
に記載の内視鏡。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、内視鏡挿入部の先端部に前方送水ノズルを備える内視鏡に関する。
【背景技術】
【０００２】
　細長な挿入部を備える内視鏡は、医療分野、工業分野等で使用されている。内視鏡は、
挿入部の先端側に観察窓、照明窓を備えている。内視鏡観察中、観察窓に、血液、汚物、
或いは、オイル等が付着すると視界が遮られて良好な内視鏡画像を得ることが困難になる
。一方、照明窓に血液、汚物、或いは、オイル等が付着すると観察部位を照らす照明光量
が減少して良好な内視鏡画像を得ることが困難になる。一方、観察部位の表面に汚物等が
付着していた場合、観察部位表面の観察を十分に行えなくなる。
【０００３】
　観察窓、照明窓に汚物等が付着することによる不具合を解消するため、内視鏡の挿入部
先端部には、例えば水、空気等の流体が噴出する、送気送水ノズル（洗浄ノズルともいう
）が設けられている。観察窓或いは照明窓に付着していた付着物は、送気送水ノズルから
噴出される液体によって洗い流され（洗浄され、とも記載する）、送気送水ノズルから噴
出される気体によって吹き飛ばされる。
【０００４】
　そして、内視鏡においては、送気送水ノズルの流体噴出口の向きと観察窓及び照明窓の
配置位置とを最適の位置関係、例えば観察窓及び照明窓を送気送水ノズルの流体噴出口の
延長線上に配置して、該観察窓及び該照明窓に付着した汚物等を効率良く除去するように
していた。
【０００５】
　しかし、全ての内視鏡において、観察窓及び照明窓を送気送水ノズルの流体噴出口の延
長線上に配置することは困難であった。この不具合を解消するため、特許文献１には一つ
の送水ノズルからの水噴射により、観察窓の表面だけで無く、その周囲、および照明窓の
表面等に付着した粘液や汚液等を同時に洗い流すことができる内視鏡の送水装置が示され
ている。
【０００６】
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　前記内視鏡の送水装置において、送水ノズルは、軸線周りに回転自在に挿入部先端に嵌
着された円筒状通水部と、挿入部先端の表面から突出する位置において円筒状通水部の回
転中心軸に対して偏位する向きに側方に向かって開口する噴出口とを備えている。そして
、送水ノズルは、円筒状通水部を通過した水が噴出口から外方に噴出することにより得ら
れる推力によって、円筒状通水部の軸線を中心に回転する。この結果、回転する１つの送
水ノズルの噴出口から該軸線の周囲に向かって水等を噴出して、観察窓の表面だけで無く
、照明窓の表面等に付着した付着物を洗い流せる。
【０００７】
　一方、観察部位に付着した汚物等による不具合を解消するため、近年の内視鏡において
、送気送水ノズルに加えて前方送水ノズルを設けたものがある。前方送水ノズルは、観察
窓に対峙する観察部位である例えば患部に向けて勢いよく水等の流体を噴出することが可
能である。そして、前方送水ノズルから噴出させた水で汚物等を洗い流すことにより、患
部表面の観察を行うことができるようになる。
【０００８】
　しかし、前方送水ノズルから噴出される水は、略直線的に患部に向かっていく。このた
め、術者は、内視鏡観察中に汚物等が付着した患部を洗浄する際、湾曲部を湾曲させる湾
曲操作を行って、患部周辺に付着した汚物等を洗い流している。
【０００９】
　しかしながら、湾曲部を湾曲動作させつつ患部周辺を洗浄する技術は、熟練を要する。
このため、前方送水ノズルにおいても、特許文献１の内視鏡の送水装置のように水を広範
囲に噴出させて患部の洗浄等を湾曲操作を行うこと無く行える内視鏡が望まれている。
【００１０】
　特許文献１の技術を参考にすることにより、図１Ａ、図１Ｂに示すように内視鏡１の先
端部２に前方送水ノズル３を設けることが考えられる。前方送水ノズル３は、回転中心軸
Ｒａと略同軸な軸を中心軸にした第１流体路３Ａと、回転中心軸Ｒａに対して交叉した軸
３Ｂａを中心軸にした第２流体路３Ｂとで構成される送水路を有している。この構成によ
れば、第２流体路３Ｂの噴出口３ｍは、先端面３ｆにおいて回転中心軸Ｒａに対して偏位
している。　
　なお、符号４は、Ｏリングであり、前方送水ノズル３と先端部２との間の水密を保持す
る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１１】
【特許文献１】特開２００６－１１６０９６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　しかしながら、特許文献１の送水ノズル（８）の噴出口（８ｂ）が円筒状通水部（８ａ
）の回転中心軸である軸線（８ｘ）に対して偏位する向きが側方に向かって開口していた
のに対し、図１Ａの前方送水ノズル３においては、噴出口３ｍが回転中心軸Ｒａに対して
変位する向きが前方に向かって開口している。このため、噴出口３ｍから外方に向けて水
を噴出させた際に発生する前方送水ノズル３を回転させる推力は、特許文献１の噴出口（
８ｂ）から外方に向けて水を噴出させた際に発生する送水ノズル（８）を回転させる推力
に比べて小さくなる。そして、前方送水ノズル３を回転させる推力がＯリング４の付勢力
に比べて小さな場合、推力によって前方送水ノズル３を回転させることが困難になる。
【００１３】
　本発明は、上記事情に鑑みてなされたものであって、湾曲操作を行うこと無く、前方送
水ノズルの噴出口から観察窓前方に向けて水等を噴出して観察部位周辺までの洗浄を行え
る内視鏡を提供することを目的にしている。
【課題を解決するための手段】
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【００１４】
　 本発明の一態様における内視鏡は、観察窓が設けられた内視鏡挿入部の先端部を構成
する先端構成部材に、前記観察窓前方方向に向けて流体を噴出する、先端面に設けられた
噴出用開口と、前記先端構成部材に設けられた流体管路に供給された流体が流入する前記
先端面の反対面である基端面に設けられた流入用開口と、前記流入用開口と前記噴出用開
口とを連通する送水路を有して構成される、前方送水ノズルと、を設けた内視鏡であって
、前記前方送水ノズルは、前記先端面に、前記基端面に設けられた流入用開口の中心軸に
対して位置ずれして設けられた噴出用開口と、前記噴出用開口と前記流入用開口とを連通
する送水路中に回転推力発生部を備えて回転可能に配置されたノズル部と、前記ノズル部
が予め定めた遊嵌状態で配置され、該ノズル部を前記ノズル部の長手方向中心軸回りに回
動自在に保持した、長手方向貫通孔を有するノズル保持部と、を備え、前記先端構成部材
は、前記ノズル保持部の長手方向貫通孔の中心軸を前記流体管路の中心軸に対して平行な
位置関係に収容する、底面に前記流体管路の先端側開口を有した凹部を備えている。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、湾曲操作を行うこと無く、前方送水ノズルの噴出口から観察窓前方に
向けて水等を噴出して観察部位周辺までの洗浄を行える内視鏡を実現できる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１Ａ】先端部に設けられた第１流体路と第２流体路とで構成される送水路を有する前
方送水ノズルの構成例を説明する図
【図１Ｂ】図１Ａの前方送水ノズルを矢印Ｙ１Ｂ方向から見た正面図
【図２】先端面に前方送水ノズルを設けた内視鏡挿入部を説明する図
【図３Ａ】図２の内視鏡挿入部の先端面を正面視した状態における前方送水ノズルと凹部
との関係を説明する図
【図３Ｂ】図３Ａの矢印３Ｂ-Ｏａ-矢印３Ｂ線断面図
【図４】先端構成部材の凹部を説明する図
【図５】ノズル部とノズル保持部とを備えて凹部に配設される前方送水ノズルの一構成例
を説明する図
【図６】他の構成のノズル部とノズル保持部とを備えて凹部に配設される前方送水ノズル
の他の構成例を説明する図
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。　
　図２に示すように内視鏡の挿入部１０の先端部１１の先端面１１ｆには、対物光学系を
構成する観察窓１２、照明光学系を構成する例えば２つの照明窓１３、送気送水ノズル１
４、前方送水ノズル１５、及び先端開口１６が設けられている。符号１７は、湾曲部であ
り、内視鏡挿入部１０を構成する。
【００１８】
　送気送水ノズル１４は、少なくとも観察窓１２に向けて水、空気等の流体を噴出する。
本実施形態において、送気送水ノズル１４は、観察窓１２の表面及び一方の照明窓１３窓
の表面に流体を噴出して付着した汚物等を除去する。
【００１９】
　前方送水ノズル１５は、観察窓１２の観察方向である観察光学系の光軸前方に向けて水
等の流体を噴出して観察部位に付着している汚物等を除去する。先端開口１６は、処置具
挿通チャンネルの開口及び吸引管路の開口を兼ねている。　
　なお、照明窓１３の数は、２つに限定されるものでは無く、１つ又は２つ以上であって
もよい。
【００２０】
　図３Ａ、図３Ｂに示すように前方送水ノズル１５は、先端部１１を構成する円柱形状の
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先端構成部材２０の予め定めた位置に形成された凹部２１内に配置される。本実施形態に
おいて、前方送水ノズル１５は、ノズル部３０と、ノズル保持部４０とを備えて構成され
ている。
【００２１】
　図３Ｂ、図４に示すように先端構成部材２０には凹部２１と、ネジ孔２２と、副送水管
路２３とが形成されている。　
　凹部２１は、断面形状が円形の穴であり、ノズル保持部４０を収容する。ネジ孔２２は
、凹部空間２１ｓと外部とを連通する貫通孔であって、予め定め位置に形成され、内周面
には雌ねじが切られている。ネジ孔２２には、固定ネジ２９が螺合される。なお、ネジ孔
２２の中心軸は、凹部２１の中心軸に直交している。凹部２１の中心軸は、先端構成部材
２０の長手中心軸と平行である。
【００２２】
　副送水管路２３は、前方送水ノズル１５の後述する送水路（図５の符号３３参照）に例
えば水等の流体を供給する流体管路である。凹部２１の底面２１ｂには副送水管路２３の
先端側開口２３ｍが形成されている。凹部２１の中心軸と副送水管路２３の中心軸とは、
同軸である。なお、副送水管路２３の基端側開口には挿入部内を挿通する図示しない副送
水チューブが直接、或いは、接続口金を介して連結固定されている。
【００２３】
　図３Ａ、図３Ｂ、図５を参照して前方送水ノズル１５を説明する。　
　まず、前方送水ノズル１５を構成するノズル部３０を説明する。　
　図５に示すようにノズル部３０は、円柱形状のノズル本体３１と、ノズル本体３１に対
して太径な凸部を構成する保持凸部３２とを備えて構成されている。保持凸部３２は、ノ
ズル部３０がノズル保持部４０の後述する長手方向貫通孔（符号４１参照）から脱落する
ことを防止する。
【００２４】
　ノズル部３０には、回転推力発生部を構成する送水路３３が設けられている。送水路３
３は、第１流路３４と第２流路３５とを備えて構成されている。
【００２５】
　第１流路３４は、ノズル部３０を回転させる回転軸となる該ノズル部３０の中心軸であ
る長手方向中心軸３０ａ（図３Ａ中にはＯａと記載）に沿って設けられた予め定めた寸法
の孔である。第１流路３４は、保持凸部３２の基端面に流入用開口３４ｍを有している。
流入用開口３４ｍの径寸法は、先端側開口２３ｍの径寸法に比べて小径に設定されている
。
【００２６】
　一方、第２流路３５は、第１の流路３４の長手方向中心軸３０ａに対して角度θで交叉
する傾斜軸３５ａに沿って設けられて第１の流路３４に連通する予め定めた寸法の孔であ
る。第２流路３５は、曲面形状の先端面に噴出用開口３５ｍを有している。
【００２７】
　図３Ａに示すように噴出用開口３５ｍの中心位置３５ｃは、流入用開口３４ｍの中心位
置３４ｃに対して位置ずれしている。そして、第２の流路３５は、噴出用開口３５ｍに向
かって捩れ形状に形成されている。したがって、噴出用開口３５ｍは、第１の流路３４の
回転軸である長手方向中心軸３０ａに対して偏位する向きである側方を向いて開口するよ
うに形成される。
【００２８】
　本実施形態において、ノズル本体３１の直径ｄ１、保持凸部３２の直径ｄ２、及び保持
凸部３２の高さｈは、予め定めた寸法に設定されている。さらに、本実施形態において、
ノズル本体３１の先端面形状を曲面形状としている。　
　なお、ノズル本体３１の先端面形状は、曲面に限定されるものでは無く、平面形状、或
いは、曲面と平面との組合せ等であってもよい。
【００２９】
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　一方、前方送水ノズル１５を構成するノズル保持部４０は、図５に示すように略円柱形
状であって、予め定めた位置に長手方向貫通孔４１を備えて構成されている。長手方向貫
通孔４１の中心軸とノズル保持部４０の中心軸とは平行な位置関係であり、本実施形態に
おいて２つの中心軸は、同軸である。
【００３０】
　長手方向貫通孔４１は、小径孔４２と大径孔４３とを備えている。小径孔４２内にはノ
ズル本体３１が配置され、大径孔４３内には保持凸部３２が配置される。本実施形態にお
いて、ノズル部３０は、ノズル保持部４０の長手方向貫通孔４１内に回転自在に配置され
る。そして、ノズル部３０がスムーズに回転するようにノズル部３０と長手方向貫通孔４
１との間に予め定めたクリアランスを設定している。
【００３１】
　つまり、小径孔４２の内径Ｄ１は、ノズル本体３１の直径ｄ１より予め定めた寸法大き
く設定される。また、大径孔４３の内径Ｄ２は、保持凸部３２の直径ｄ２より予め定めた
寸法大きく設定される。そして、大径孔４３の深さ寸法Ｄ３は、保持凸部３２の高さｈよ
り予め定めた寸法大きく設定される。　
　この構成によれば、ノズル部３０は、長手方向貫通孔４１内に予め定めた遊嵌状態で配
置される。
【００３２】
　ここで、前方送水ノズル１５の先端構成部材２０の凹部２１への組付けを説明する。　
　まず、作業者は、ノズル部３０をノズル保持部４０の長手方向貫通孔４１内に配置する
。次に、作業者は、ノズル部３０が長手方向貫通孔４１内に配置されているノズル保持部
４０を先端構成部材２０の凹部２１内に配置する。この配置状態において、ノズル部３０
の流入用開口３４ｍが副送水管路２３の先端側開口２３ｍに対向して配置される。この配
置状態において、長手方向貫通孔４１の中心軸と副送水管路２３の中心軸とは平行な位置
関係であり、本実施形態においては、長手方向貫通孔４１の中心軸と副送水管路２３の中
心軸とは同軸な位置関係である。
【００３３】
　最後に、作業者は、ノズル保持部４０の基端面を凹部２１の底面２１ｂに密着させた状
態にし、その後、固定ネジ２９をネジ孔２２に螺合していく。この結果、ノズル部３０が
配置されたノズル保持部４０が固定ネジ２９の締結力によって凹部２１内に一体固定され
て、図３Ｂに示すように組付けが完了する。
【００３４】
　なお、上述した実施形態において、ノズル保持部４０の基端面と凹部２１の底面２１ｂ
との間にＯリング４９を配置して、ノズル保持部４０と凹部２１との水密を図っている。
この結果、副送水管路２３によって供給される水が、ノズル保持部４０と凹部２１との隙
間に侵入することを防止している。
【００３５】
　上述のように構成した前方送水ノズル１５の作用を説明する。　
　術者は、観察部位の表面に付着している汚物等によって観察に支障を来すおそれがある
と判断した場合、例えば操作部（不図示）に設けられた前方送水スイッチをオン状態にす
る。
【００３６】
　すると、図示しない送水装置から内視鏡の挿入部内に挿通された副送水チューブに洗浄
水が供給される。副送水チューブに供給された洗浄水は、副送水チューブから副送水管路
２３に供給され、ノズル部３０に形成されている送水路３３に流入し、その後、噴出用開
口３５ｍから外部に向けて噴出される。
【００３７】
　本実施形態において、流入用開口３４ｍの径寸法が先端側開口２３ｍの径寸法に比べて
小径に設定されている。このため、送水路３３に供給された水の流速は、副送水管路２３
中を移動する流速に比べて早くなる。そして、流入用開口３４ｍから送水路３３に流入し
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た水は、送水路３３を通過して噴出用開口３５ｍから勢いよく観察方向前方に噴出される
。
【００３８】
　また、本実施形態において、送水路３３の第１流路３４は、長手方向中心軸３０ａに沿
って設けられ、第２流路３５は第１流路３４との連通部から流入用開口３４ｍに対して位
置ずれした噴出用開口３５ｍに向かって捩れ形状に形成されている。このため、噴出用開
口３５ｍから噴出される水は、斜め前方に向かっていく。そして、この噴出中、ノズル部
３０には、該ノズル部３０を長手方向中心軸３０ａ回りに回転させる回転推力が発生する
。すると、ノズル部３０は、長手方向中心軸３０ａ軸回りの回転を開始する。そして、ノ
ズル部３０は、噴出用開口３５ｍから水が噴出されている間、発生する回転推力によって
回転し続ける。
【００３９】
　この結果、ノズル部３０に形成されている噴出用開口３５ｍの位置が、該ノズル部３０
の回転に伴って連続的に回転移動する。つまり、噴出用開口３５ｍから噴出される水は、
観察部位に向かって拡がって噴出される。したがって、内視鏡の湾曲部を湾曲動作させる
こと無く、前方送水ノズル１５から噴出される水を観察部位の広範囲に噴出させて汚物等
の除去を行うことができる。
【００４０】
　また、本実施形態においては、ノズル部３０をノズル保持部４０の長手方向貫通孔４１
に遊嵌状態に配置している。このため、流入用開口３４ｍから流出する水の一部がノズル
部３０と長手方向貫通孔４１との隙間（図３Ｂ符号３６参照）を通過して外部に漏出して
いく。この結果、ノズル部３０と長手方向貫通孔４１との間に水の層が形成されて、ノズ
ル部３０が長手方向貫通孔４１に直接的に接触することを防止して、ノズル部３０がスム
ーズに回転させることができる。つまり、ノズル部３０を長手方向貫通孔４１に遊嵌状態
で配置したことによって、噴出用開口３５ｍから水が噴出されている間、スムーズな回転
状態を得ることができる。
【００４１】
　なお、ノズル部３０は、流入用開口３４ｍから流出する水によって先端部１１の先端面
１１ｆ方向に移動される。このため、保持凸部３２の先端面側の稜線にＣ面、Ｒ面等の逃
がし部を形成して、接触面を少なくするようにしてもよい。
【００４２】
　また、角度θおよび第２流路３５と第１流路３４との連通部との位置を適宜設定するこ
とによって、回転状態のノズル部３０から噴出される水の噴出範囲をユーザーの望む範囲
に設定することが可能である。
【００４３】
　上述した実施形態においては、送水路３３中に予め定めた形状の第１流路３４と予め定
めた形状の第２流路３５とを設けて回転推力発生部を構成するとしている。しかし、回転
推力発生部を図６に示すように構成してノズル部を回転させる構成にしてもよい。
【００４４】
　図６に示すように本実施形態の前方送水ノズル１５Ａは、ノズル部６０とノズル保持部
４０とを備えて構成される。つまり、前方送水ノズル１５Ａにおいて、ノズル部６０の構
成が前方送水ノズル１５の構成と異なっている。
【００４５】
　ノズル部６０は、円柱形状のノズル本体６１と、凸部である保持凸部３２を備えて構成
されている。ノズル本体６１の直径はｄ１である。ノズル部６０には、送水路６３が設け
られている。送水路６３は、第１流路６４と、第２流路６５と、第３流路６６とを備えて
構成されている。
【００４６】
　第１流路６４は、ノズル部６０を回転させる回転軸となる該ノズル部６０の中心軸であ
る長手方向中心軸６０ａに沿って設けられた予め定めた寸法の孔である。第１流路６４は
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、保持凸部３２の基端面に流入用開口６４ｍを有するとともに、流入用開口６４ｍ側に複
数の凸片６７を有している。複数の凸片６７は、長手方向に複数配列されており、それぞ
れ第１流路６４の内周面の予め定めた範囲から長手方向中心軸６０ａ方向に向かって突出
している。各凸片６７は、スクリュー形状に形成されており、流体の流れを受けることに
よってノズル部６０が回転するように形作られている。流入用開口６４ｍの径寸法は、先
端側開口２３ｍの径寸法に比べて小径に設定されている。
【００４７】
　第２流路６５は、第１流路６４の長手方向中心軸６０ａに対して角度θ１で交叉する傾
斜軸６５ａに沿って設けられて第１流路６４に連通する予め定めた寸法の孔である。これ
に対して、第３流路６６は、第１流路６４の長手方向中心軸６０ａに対して平行で平行軸
６６ａに沿って設けられ第２の流路６５に連通する予め定めた寸法の孔である。第３流路
６６は、平面形状の先端面に噴出用開口６６ｍを有している。
【００４８】
　その他の構成は、上述したノズル部３０の構成と同様であり、同部材には同符号を付し
て説明を省略している。　
　上述のように構成したノズル部６０を備える前方送水ノズル１５Ａの作用を説明する。
　
　術者が、例えば操作部（不図示）に設けられた前方送水スイッチをオン状態にすると、
図示しない送水装置から内視鏡の挿入部内に挿通された副送水チューブに洗浄水が供給さ
れる。副送水チューブに供給された洗浄水は、副送水チューブから副送水管路２３に供給
され、ノズル部３０に形成されている送水路６３に流入する。
【００４９】
　本実施形態において、送水路６３の流入用開口６４ｍ側には、スクリュー形状の複数の
凸片６７が設けられている。そして、本実施形態においても、ノズル部６０は、ノズル保
持部４０の長手方向貫通孔４１に対して遊嵌状態で配置されている。このため、ノズル部
６０は、送水路６３に設けられた凸片６７が該送水路６３に流入した水の流れを受けるこ
とに回転を開始する。
【００５０】
　このように、ノズル部６０は、流入用開口６４ｍから送水路６３に流入する水が凸片６
７を通過する際、その水の流れを受けることによって回転推力が発生して回転する。そし
て、送水路６３を通過した水は、噴出用開口６６ｍから勢いよく噴出される。ノズル部６
０は、噴出用開口６６ｍから水が噴出されている間、言い換えれば、凸片６７が送水路６
３に流入した水の流れを受けている間発生する回転推力によって回転を続ける。
【００５１】
　この結果、ノズル部６０に形成されている噴出用開口６６ｍの位置が、該ノズル部６０
の回転に伴って連続的に回転移動することによって、噴出用開口６６ｍから噴出されてい
く水が観察部位に向かって拡がって噴出される。したがって、内視鏡の湾曲部を湾曲動作
させること無く、前方送水ノズル１５から噴出される水を観察部位の広範囲に噴出させて
汚物等の除去を行うことができる。　
　その他の作用及び効果は上述した実施形態と同様である。
【００５２】
　なお、上述した実施形態のノズル部３０、６０は、金属製、或いは樹脂製である。金属
で形成する際には、例えばロストワックス製法、金属粉末射出成形法などの製造方法が採
用可能である。また、樹脂で形成する際には、例えば射出成形法などの製造方法が採用可
能である。その他、形状、素材に合わせて最適な製造方法を種々選択可能なことは勿論で
ある。
【００５３】
　尚、本発明は、以上述べた実施形態のみに限定されるものではなく、発明の要旨を逸脱
しない範囲で種々変形実施可能である。
【符号の説明】
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【００５４】
１…内視鏡　２…先端部　３…前方送水ノズル　３Ａ…第１流体路　３Ｂ…第２流体路
３ｆ…先端面　３ｍ…噴出口　４…Ｏリング　１０…挿入部　１１…先端部　
１１ｆ…先端面　１２…観察窓　１３…照明窓　１４…送気送水ノズル　
１５、１５Ａ…前方送水ノズル　１６…先端開口　１７…湾曲部　２０…先端構成部材
２１…凹部　２１ｂ…底面　２１ｓ…凹部空間　２２…ネジ孔　２３…副送水管路
２３ｍ…先端側開口　２９…固定ネジ　３０…ノズル部　３０ａ…長手方向中心軸
３１…ノズル本体　３２…保持凸部　３３…送水路　３４…第１流路　３４ｃ…中心位置
３４ｍ…流入用開口　３５…第２流路　３５ａ…傾斜軸　３５ｃ…中心位置　
３５ｍ…噴出用開口　３６…隙間　４０…ノズル保持部　４１…長手方向貫通孔
４２…小径孔　４３…大径孔　４９…Ｏリング　６０…ノズル部　
６０ａ…長手方向中心軸　６１…ノズル本体　６３…送水路　６４…第１流路
６４ｍ…流入用開口　６５…第２流路　６５ａ…傾斜軸　６６…第３流路　
６６ａ…平行軸　６６ｍ…噴出用開口　６７…凸片　

【図１Ａ】 【図１Ｂ】
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